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解 説 

和牛振興上の問題点と対策 
渡 辺 明 喜 

 県下の和牛頭数は戦後、順調な伸びをみまして、

昭和 29年には 117,000頭（戦前戦後最高）に達しま

したがその後、次第に減尐いたしまして、本年は遂

に 97,000頭と、最高時より約２万頭の減尐をみまし

た。これは最近の食肉ブームのため、肉牛と殺と、

県外移出が増えたことと、農業機械化により、県南

部の役牛が大巾に減ったことが原因であります。幸

い本年に入って仔牛の価格が非常な好調（第２表参

照）を示していますので、農家の生産意慾は相当向

上してまいりましたが、今後の肉需要の急激なのび

を考えますと、生産頭数が余程増加しない限り、県

内の飼養頭数は依然として漸減することが憂慮され

ます。 

 そこで県におきましては、さきに和牛振興対策要

綱を定めまして、生産改良なり、肥育の振興につい

て関係各機関の協力を求めてその推進をはかってい

るわけであります。 

 特に本年におきましては新しい施策といたしまし

て、先ず生産面におきましては、生産改良を効果的

に推進するための基地を育成することとし、モデル

ケースとして阿哲新見地区を生産改良地域に指定し

まして、主として冬期飼養改善のためのサイロの増

設、増産指導の徹底、系統牛の造成等の助長を行っ

ておりますし、次に肉畜関係では、主として農協に

おける素牛の集団的導入に対する助成を行なって、

いわゆる、肉蓄の集団産地の造成をはかることとし

ています。 

 しかし和牛飼育の現状からみますと、自給飼料の

確保とか、飼育管理並びに繁殖率の向上等の生産技

術面は勿論、流通機構なり指導組織の面でもまだま

だ振興を、はばむ幾多の問題点が存在しているわけ

でありまして、これらの問題点については、夫々具

体的な対策のもとに早急に打開をはかることが大切

です。 

 そこで次のような当面の問題点と、これに対する

対策をとり上げ、農林事務所農業改良普及所、家畜

保健衛生所等の県出先機関並びに各畜連、農協、市

町村等において現状を更に深く認識していただき今

後和牛の振興について充分な指導推進を願うことと

いたしました。 

 

「振興上の対策」 

１、当面の生産増加対策 

（1） 種付率の向上 

 昭和 34年中の種付率（繁殖可能雌牛に対する種付

雌牛の割合）は生産地帯 77％。南部地帯 22％、県平

均約 60％で、きわめて低率であるが、（第３表参照）

最近の和牛価格の高騰に刺戟されて種付意慾も相当

高まっているので、この際生産地帯、準生産地帯を

中心として、種率付 100％を目標に庭先指導を徹底す

る。 

（２） 受胎率の向上 

 和牛の使役利用が尐なくなり、運動等の不足によ

る繁殖障害と、寄生虫による栄養障害・繁殖障害牛

（県下の肝蛭寄生率約 15％）（第４表参照）が多いの

で、放牧もしくは運動等を充分行なって一般健康の

維持につとめると共に、家畜保健衛生所等の一層の

活動により繁殖障害並びに栄養障害を除去して受胎

率を向上させること。 

（３） 種雄牛の増設 

 山間地帯等で人工受精の普及し難い地域において、

繁殖雌牛の飼養密度の高い所に対しては、種雄牛を

増設して種付並びに生産の増加をはかる。 

２、生産基地の育成と経営改善対策 

（１）生産基地の育成 

 生産地帯における自給飼料の確保。飼育管理施設

（サイロ牛舎堆肥舎）の状況等は、酪農、養鶏に比

して、相当おくれているので（第５表参照）、牧野の

積極的な改良と飼育管理施設の設備を行なって、生

産基盤の整備強化をはかる。又改良面では登録の普

及と、つる牛及び系統牛の造成を助長すると共に、

種雄牛の後代検定を実施して、優良牛の計画生産を
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推進する。 

（２）経営改善指導の徹底 

 生産基盤の強化に伴って、漸次多頭飼育を普及し

て経営規模を拡大し、生産費調査に基づく飼育実態

の分析並びに牧草を主体とした簡易な飼養標準等を

基礎として、経営改善講習会を開催し、経営の合理

化と飼育技術の向上をはかる。 

３、肥育振興対策 

（１） 肥育頭数の増加 

 現在県内でと殺され又は県外へ移出されている肉

牛のうち、充分に肥育されていると思われるものは、

総数の約 40％（7,000 頭）にすぎない。従って１頭

当りの平均枝肉生産量は、190 ㎏（約 50貫）程度で、

ますますと殺頭数の増加を招来する要因となってい

るので、次の方法により肥育を更に普及して、その

生産量の増加をはかることとする。 

 （ア） 幼令肥育、若令肥育については、牧草等

良質の自給飼料を利用しての普及拡大をはかる。特

に適地に於ける模範例をもとにして指導を行なう。 

 （イ） 廃用雌牛については、経済的な短期肥育

を更に普及して、必ず増肉してと殺に廻すように奨

励する。 

（２） 集団産地の育成と共販の推進 

 素畜の導入から、肥育技術、畜肉出荷にいたる指

導および流通体制が確立されていないので、特に農

協等を中心とした共同購入、共同販売等の組織を確

立し、農家における収益の向上をはかるとともに肥

育農家の集団化と組合の育成強化につとめる。 

（３） 肥育技術の向上 

 科学技術（特にホルモン利用等）による肥育は、

既に実施の段階に来ているので、この普及拡大によ

る合理的な肥育の促進につとめる。 

４、取引改善対策 

（１） 家畜市場の整備 

 家畜の取引は依然として庭先取引が多いが、殊に

家畜市場（主として産地市場）についても弱小市場

が多く、買手市場としての規模（入場頭数、施設）

も充分でないので、家畜取引法に基づいて引き続き

市場の整備統合を行ない、開設の一貫性をはかると

ともに、取引慣行の改善向上につとめる。 

（２） 食肉市場の設置 

 県で計画している県営と畜場を含む近代的な枝肉

市場の設置を促進して、肉畜並びに食肉流通の改善

合理化に努める。 

５、指導組織の整備対策 

 畜産団体の指導組織が細分しているため、指導体

制の一貫性に乏しい点があるので、畜産団体の整備

統合を推進して、生産から流通にいたる、指導体制

を強化確立する。特に農協、郡畜連、普及所、家畜

保健衛生所等の連携を強め、酪農及び養鶏指導と同

様、末端指導の徹底をはかること。 

６、施設資金導入資金等の系統資金利用促進 

 経営の改善合理化、生産規模の拡大のためには相

当の資金を要するにもかかわらず、従来和牛関係に

おいては系統資金の利用が極めて、乳牛、鶏に比し

て低率にあるので、特、農業改良資金（技術導入資

金、施設資金）農林漁業資金、有畜農家創設資金等

の充分な活用、並びに、牧野改良、草地造成等県が

行う助成事業について積極的な利用促進をはかるよ

う普及指導を行うこと。 

７、和牛生産費調査について 

 最近の食肉需要の激増に対応するために和牛の増

強をはかることは、衆自の認めるところですが、こ

のためには従来、役を主目的とする粗放的な飼育形

態の多かった和牛生産のあり方を、詳細に調査分析

して、夫々問題点を把握し、今後の和牛飼育経営の

抜本的改善の基礎資料とする必要がありますので、

県におきましては本年度「岡山県和牛生産費調査実

施要領」を定めて、和牛仔牛の生産費調査を実施す

ることにしています。 
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